
～家でもできる簡単な運動を行いましょう～
　暖かい季節がやってきましたが、今年は新型コロナウイルス感染症
の予防対策として、人が集まるところには、なるべく行かないよう心
がけなければいけません。地域交流サロン事業や公民館体操で、自治
区の皆さんと楽しく行っていた体操やおしゃべりも、感染症予防のた
め開催しづらい状況です。そうなると家の中で過ごす時間が長くなり、
心配になるのが筋力の低下です。
　次に皆さんが集まるときに、以前と変わらず、元気に楽しく活動で
きるように家でも体を動かして筋力低下を防ぎ、少しずつ貯筋してお
きましょう。
　今回は、家でも簡単に取り組める体操を紹介します。

▽高齢者支援係（☎２２３局３５３６）

おうち体操のススメ！

家の体操で筋力低下を
ふせぎましょう。
毎日の積み重ねは
貯筋につながります。

太ももの筋力アップトレーニング
　歩いたり、椅子から立ち上がったり、階段の昇り降りをするために必要な筋
肉です。強化することで、基本的な日常動作が楽になります。

＜簡単にできるおうち体操＞
　この体操は太ももの前側の筋肉を使います。
意識して行うと効果的です。
【方法】
①背筋を伸ばして座ります
② ４カウントで膝を伸ば
し、４カウントで膝を曲
げます
※ １セット5～10回程度、
１日 2～ 3セットを目安
に行いましょう（自分の
ペース、無理のない範囲で行ってください）。

【注意事項】
● 血圧が高いなど、具合が悪いときは運動を控
え、自身の体にあったペース・内容で行って
ください。
● 転倒予防のため椅子に座り、まわりに物がな
いような安全な環境で行ってください。

●数を数えるなど呼吸を止めずに行ってください。

● 椅子に深く腰掛けることで、少し楽に行えま
す。無理のない範囲で行ってください。

● 筋力アップ運動を行う前
後には、使う筋肉をスト
レッチで伸ばしましょう。
● そのほかにも、かかと上
げ運動や、すねの引き上
げ運動、手をグーパーと
大きく握る開く運動など
もおすすめです。もちろ
ん、全身を動かすことが
できるラジオ体操もおす
すめです。
● 人混みを避けて散歩をしたり、バランスのよ
い食事をとったりしましょう。
　 また、家族や友人との電話、歌を歌う、お口
の体操をするなども大切です。

● 心身ともに健康であるために、家にいてもで
きることを積極的に行いましょう。

１、２、３、４！
１、２、３、４！
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ハ
ロ
ー
！
Ｂ
ａ
ｂ
ｙ
教
室
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

赤
ち
ゃ
ん
を
迎
え
る

た
め
の
教
室
で
す
。
楽

し
く
子
育
て
の
勉
強
を

し
ま
せ
ん
か
。

▽
と
き　

４
月
12
日

日
・
午
前
９
時
15
分

〜
午
後
０
時
30
分
ご
ろ
（
９
時
か
ら

受
け
付
け
）

▽
と
こ
ろ　

中
央
公
民
館
和
室

▽
内
容　

助
産
師
に
よ
る
赤
ち
ゃ
ん
を

迎
え
る
た
め
の
話
、
風
呂
の
入
れ
方

（
実
習
）、
マ
タ
ニ
テ
ィ
ヨ
ガ
、
パ
パ

の
妊
婦
体
験
、
栄
養
士
に
よ
る
妊
娠

中
の
栄
養
の
話

▽
対
象　

妊
婦
と
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー

▽
参
加
費　

無
料

▽
持
っ
て
く
る
も
の　

母
子
健
康
手
帳
、

母
子
健
康
手
帳
副
読
本
、
筆
記
用
具
、

バ
ス
タ
オ
ル

▽
申
し
込
み　

４
月
８
日
水
ま
で
に
、

健
康
づ
く
り
係
（
☎
２
２
３
局
３
５

３
３
）
へ

人
権
生
活
相
談
所
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

毎
月
２
回
の
定
例
相
談
の
ほ
か
に
、

随
時
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。

◎
４
月
９
日
木
＝
土
肥
孝
明
相
談
員

◎
４
月
23
日
木
＝
橋
本
求
相
談
員

※
時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
後
２
時
〜
４
時

▽
と
こ
ろ　

役
場
４
階
会
議
室

▽
相
談
内
容　

人
権
に
関
す
る
こ
と
や

生
活
・
就
職
・
進
学
相
談
な
ど

※
定
例
日
以
外
の
相
談
は
、
直
接
相
談

員
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
土
肥
相
談
員
（
高
浜
町
21
番
18
号
☎

２
２
２
局
０
０
４
４
）

◎
橋
本
相
談
員
（
幸
町
８
番
18
号
☎
２

２
３
局
３
２
０
３
）

無
料
法
律
相
談

▽
と
き　

４
月
21
日
火
・
午
後
１
時
30

分
か
ら

▽
と
こ
ろ　

役
場
4
階
会
議
室

▽
定
員　

７
人
（
先
着
順
）

▽
受
け
付
け　

４
月
３
日
金
か
ら
、
庶

務
係
（
☎
２
２
３
局
３
５
７
２
）
へ

※
相
談
時
間
は
１
人
約
20
分
で
す
。

※
遅
れ
る
と
き
や
相
談
の
取
り
消
し
を
す

る
と
き
は
、
必
ず
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
相
談
の
内
容
に
応
じ
て
、
契
約
書
な

ど
の
関
係
書
類
（
写
し
で
も
可
）
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

芦
屋
基
地
防
潮
柵
新
設
工
事

　

昨
年
度
に
続
き
、
航
空
自
衛
隊
芦
屋

基
地
の
海
側
滑
走
路
延
長
上
に
防
潮
柵

（
高
さ
８
ｍ
、
延
長
４
１
０
ｍ
）
を
設
置

す
る
工
事
を
行
い
ま
す
。
工
事
期
間
中

は
基
地
正
門
、
東
門
付
近
を
建
設
車
両

が
通
行
し
ま
す
。
住
宅
地
内
は
安
全
に

十
分
配
慮
し
通
行
し
ま
す
。
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
工
事
期
間

４
月
以
降
（
工
事
着
手
）

〜
10
月
下
旬
を
予
定

▽
作
業
時
間

原
則
と
し
て
午
前
８
時

〜
午
後
５
時
と
し
て
い
ま
す
。

※
日
曜
日
は
原
則
作
業
を
行
い
ま
せ
ん
。

▽
問
い
合
わ
せ　

九
州
防
衛
局
調
達
部
土

木
課（
☎〈
０
９
２
〉４
８
３
局
８
８
２
７
）

子
育
て

問い合わせ（市外局番０９３）

☎ 223-3677図 書 館
☎ 222-1681中央公民館

役場・教育委員会 ☎ 223-0881 ㈹

☎ 222-2931芦屋中央病院
☎ 223-0731町民会館 ☎ 222-1981芦屋東公民館

☎ 223-1892山鹿公民館

芦屋歴史の里 ☎ 222-2555
芦屋釜の里 ☎ 223-5881

☎ 222-0181総合体育館

芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

拡
大
の
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
、
掲

載
の
催
し
な
ど
は
、
変
更
・
中

止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

相
談

お
し
ら
せ

航空自衛隊芦屋基地

緑ヶ丘保育園

西日本シティ銀行芦屋港

正門

東門工事箇所

芦屋交番

広報あしや　2020.4.1⑰



マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

休
日
窓
口
開
設

　

平
日
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り

や
申
請
が
で
き
な
い
人

の
た
め
に
休
日
窓
口
を

開
設
し
ま
す
。
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
あ
れ

ば
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
証
明
書
を
取
得

で
き
ま
す
。

▽
と
き　

４
月
18
日

土
、
５
月
16
日
土
・
午
前
８
時
30
分

〜
正
午

▽
と
こ
ろ　

役
場
住
民
課
窓
口

▽
持
っ
て
く
る
も
の

【
申
請
】　

申
請
書
、
申
請
書
貼
付
写

真
（
写
真
が
な
い
場
合
は
、
申
請
時

に
無
料
で
撮
影
し
ま
す
）、
印
か
ん
、

通
知
カ
ー
ド
、
本
人
確
認
書
類
、
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
持
っ
て
い
る

人
の
み
）

【
受
け
取
り
】　

交
付
通
知
書
、
印
か

ん
、
通
知
カ
ー
ド
、
本
人
確
認
書
類
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
持
っ
て
い

る
人
の
み
）

※
本
人
確
認
書
類
は
、
公
的
機
関
が
発

行
し
た
免
許
証
な
ど
の
顔
写
真
付
き

は
１
点
、
健
康
保
険
証
な
ど
の
顔
写

真
が
な
い
も
の
は
２
点
必
要
で
す
。

※
受
け
付
け
は
本
人
の
み
で
す
。

※
住
民
票
な
ど
の
証
明
書
の
発
行
は
行

い
ま
せ
ん
。

▽
問
い
合
わ
せ

住
民
係
（
☎
２
２
３

局
３
５
３
１
）

戦
没
者
な
ど
の
遺
族
に
対
す
る

第
11
回
特
別
弔
慰
金

　

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
遺
族
で
、

令
和
2
年
4
月
1
日
（
基
準
日
）
に
、「
恩

給
法
に
よ
る
公
的
扶
助
料
」
や
「
戦
傷

病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺

族
年
金
」
な
ど
を
受
け
る
人
（
戦
没
者

等
の
妻
、父
母
な
ど
）が
い
な
い
場
合
に
、

次
の
順
番
に
よ
る
先
順
位
の
遺
族
一
人

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
令
和
2
年
4
月
1
日
ま
で
に
戦
傷
病

者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔

慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
人

②
戦
没
者
な
ど
の
子

③
戦
没
者
な
ど
の
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、

兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
、
生
計
関

係
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
要
件
を
満

た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、
順

番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

④
右
記
の
①
〜
③
以
外
の
戦
没
者
な
ど

の
三
親
等
以
内
の
親
族（
甥お
い

、姪め
い

な
ど
）

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続

き
1
年
以
上
の
生
計
関
係
が
あ
っ
た

人
に
限
り
ま
す
。

猫
よ
け
器
を
貸
し
出
し
ま
す

　

猫
の
自
宅
敷
地
へ
の
侵
入
や
フ
ン
害

な
ど
に
困
っ
て

い
る
人
に
猫
よ

け
器
の
貸
し
出

し
を
行
っ
て
い

ま
す
。

▽
対
象　

町
内

に
住
ん
で
い

る
人

▽
貸
出
台
数

1
世
帯
２
台
ま
で

▽
貸
出
期
間　

２
週
間
以
内

▽
貸
出
料　

無
料

▽
申
し
込
み　

役
場
の
環
境
住
宅
課
窓

口
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
台
数

に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
事
前
に
電

話
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
試
用
目
的
で
の
貸
し
出
し
で
す
。
効

果
が
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
製
品
の

購
入
を
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
い
合
わ
せ　

環
境
・
公
園
係
（
☎

２
２
３
局
３
５
３
８
）

デ
ザ
イ
ン
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

町
の
新
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

３
月
５
日
よ
り
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
デ
ザ
イ
ン
が
新
し
く
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
ど
お
り
緊
急
の
防
災
情
報

や
重
要
な
お
知
ら
せ
な
ど
が
ト
ッ
プ
ペ

ー
ジ
で
す
ぐ
に
わ
か
る
の
に
加
え
、
知

り
た
い
情
報
を
探
す
方
法
が
増
え
、
キ

ー
ワ
ー
ド
で
探
す
検
索
窓
も
大
き
く
、

見
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
も
対
応

し
た
す
っ
き
り
と
し
た
デ
ザ
イ
ン
も
楽

し
め
ま
す
。

▽
問
い
合
わ
せ　

広
報

情
報
係
（
☎
２
２
３

局
３
５
６
９
）

【
Ｕ
Ｒ
Ｌ
】　

http
s://

w
w
w
.tow
n.ashiya.lg.jp

４
月
は
20
歳
未
満
飲
酒
防
止

強
調
月
間
で
す

20
歳
未
満
の
人
の
飲

酒
は
法
律
で
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。
20
歳
未
満

の
人
が
お
酒
を
飲
む

と
、
脳
機
能
の
低
下
や

肝
臓
な
ど
の
臓
器
へ
の
障
が
い
、
性
ホ

ル
モ
ン
の
異
常
な
ど
の
リ
ス
ク
が
高
く

な
り
ま
す
。
お
酒
は
20
歳
に
な
っ
て
か

ら
飲
み
ま
し
ょ
う
。

▽
問
い
合
わ
せ　

小
倉
税
務
署
酒
類
指

導
官
（
☎
５
８
３
局
１
３
３
１
）

お
し
ら
せ

芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp

△スマートフォン版
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４
月
６
日
月
〜
４
月
15
日
水

春
の
交
通
安
全
運
動

一
人
ひ
と
り
に
交
通
ル
ー
ル
の
遵
守

と
正
し
い
交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
を
習
慣

付
け
る
と
と
も
に
、
交
通
事
故
防
止
の

徹
底
を
図
る
た
め
に
、
県
下
一
斉
に
交

通
安
全
運
動
が
行
わ
れ
ま
す
。
交
通
ル

ー
ル
や
交
通
マ
ナ
ー
を
守
る
こ
と
の
大

切
さ
を
理
解
し
、
自
分
の
命
は
自
分
で

守
る
意
識
を
身
に
つ
け
ま
し
ょ
う
。

【
重
点
項
目
】

●
子
ど
も
を
始
め
と
す
る
歩
行
者
の

安
全
の
確
保

●
高
齢
運
転
者
な
ど
の
安
全
運
転
の

励
行

●
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

●
飲
酒
運
転
の
撲
滅

【
自
転
車
も
車
両
で
す
】

道
路
交
通
法
上
は

自
動
車
や
バ
イ
ク
と

同
じ
車
両
に
分
類

さ
れ
ま
す
。
よ
っ
て
、

違
反
行
為
を
し
た

場
合
は
、
警
察
官
に
よ
る
取
り
締
ま
り

の
対
象
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
自

転
車
は
、
重
大
な
交
通
事
故
の
加
害
者

に
な
り
得
る
こ
と
を
自
覚
し
、
法
律
を

守
っ
て
安
全
な
利
用
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

▽
問
い
合
わ
せ　

地
域
振
興
・
交
通
係

（
☎
２
２
３
局
３
５
３
９
）

免
許
返
納

受付場所 受付時間 持ってくるもの

●折尾警察署など県内の警察署
※交番では受け付けできません。
● 北九州運転免許試験場（小倉南区）
など県内４つの試験場
※本人のみ手続きができます。

平日・午前９時～午
後４時
※ 土日祝日や年末年
始は受け付けでき
ません。

運転免許証
※ 運転経歴証明書の発行を希望
される人は、返納手続きとは
異なるため、折尾警察署まで
問い合わせてください。

支
援
申
請

申請場所 対象 支援内容 持ってくるもの

役
場
・
環
境
住
宅
課

次の①または②の人で、③
～⑤を満たす人
① 免許証の有効期限内に、
全種類の免許証を返納し
た
② 免許証を更新せずに、失
効した
③芦屋町民であること
④ 返納日または失効日に満
65 歳以上
⑤ 平成 28 年４月１日以降
に運転免許証を返納また
は失効した

①～③のいずれか１つ
① 芦屋タウンバス回
数券
１００円券× 200 枚
② 北九州市営バスＩＣ
カード
１９６４０円分
③ タクシー初乗り利
用券
30 枚

● 返納した人（①または②のい
ずれか 1つ）

① 運転免許証の取消通知書（免許
返納時に無料で交付されます）
② 運転経歴証明書の写し（警察署
または試験場で発行されます）
●失効した人
　 運転経歴証明書の写し（警察署
または試験場で発行されます）
※ 代理人が申請する場合、本人
の委任状・身分証明書が必要
です（同一世帯の人は委任状
不要）。

高齢者運転免許証返納者支援制度

65
歳以上

運転免許証の自主返納
　芦屋タウンバスの回数券や北九州市営バスＩＣカ
ード、タクシー初乗り利用券（いずれか一つ選択）
の支援を利用しませんか。

　高齢者ドライバーが、運転免許証を自主返納しやすくするために、「高齢
者運転免許証返納者支援制度」が始まりました。

▽問い合わせ　 【支援申請手続き】地域振興・交通係（☎２２３局３５３９）
　　　　　　　 【免許返納手続き・運転経歴証明書発行】折尾警察署交通第

一課（☎６９１局０１１０）

運
転
に
自
信
、

あ
り
ま
す
か
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後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度にに加入加入しているしている皆さん皆さんへへ

▽問い合わせ　保険年金係（☎２２３局３５３２）または、
　後期高齢者医療お問い合わせセンター（☎〈０９２〉６５１局３１１１）

◆令和２年度、３◆令和２年度、３年年度の保険料率が決まりました度の保険料率が決まりました

平成 30・31年度 令和２・３年度 増　減

均等割額 ５万６０８５円 ５万５６８７円 398 円減

所得割率 10.83％ 10.77％ 0.06 ポイント減

賦課限度額 62万円 64万円 ２万円増

※後期高齢者医療制度の保険料率は、２年ごとに改定されます。

◆令和２年度の保険料軽減措置◆令和２年度の保険料軽減措置

○世帯（※注２）の所得額などに応じて、均等割額が軽減されます。
均等割額
軽減割合

軽減後の均等割額
（年額）

軽減の基準
（同一世帯内の被保険者と世帯主の軽減対象所得金額（※注３）の合計額で判定）

7.75 割軽減 １万２５２９円 33万円以下

７割軽減 １万６７０６円 33万円以下で、
被保険者全員が年金収入 80万円以下で、その他の所得がない

５割軽減 ２万７８４３円 33万円＋ 28万５０００円×被保険者数 以下（※注４）

２割軽減 ４万４５４９円 33万円＋ 52万円×被保険者数 以下（※注４）

※注２　 「世帯」とは、４月１日時点の世帯（年度途中で 75歳になる人、県外から転入した人などは
その時点）が基準となります。

※注３　 「軽減対象所得金額」とは、基本的には総所得金額などと同じですが、公的年金の場合は、
さらに 15万円を控除して計算します。

※注４　令和２年度も軽減対象の拡充が行われています。

　個人ごとの保険料は、加入者全員が同じ金額を負担する「均等割額」と、個人ごとの総所得金額
など（※注１）に応じて負担する「所得割額」との合計になります。

※注１　 「総所得金額など」とは、前年中の「公的年金等収入－公的年金等控除」、「給与収入－給与
所得控除」、「事業収入－必要経費」などの合計額で、各種所得控除前の金額です。

◆保険料額の算出方法◆保険料額の算出方法

所得割額
〔総所得金額等（※注１）－ 33 万円〕

× 10.77％（所得割率 )

均等割額
５万５６８７円

保険料額
（年額） ＋＝

○後期高齢者医療制度に加入する前日まで社会保険（※注5）の被扶養者だった人

均等割額が５割軽減（※注6）（所得割額はかかりません） 軽減後の保険料
年額２万７８４３円

※注５　 社会保険とは、協会けんぽ（全国健康保険協会管掌保険）、組合管掌保険、船員保険、共済
組合などのことです。国民健康保険、国民健康保険組合は該当しません。

※注６　 均等割額の軽減が所得により 7.75 割軽減、７割軽減に該当する人は、それぞれの軽減が優
先されます。

◆保険料額の通知◆保険料額の通知
　保険料額の詳細は、７月に送付予定の「令和２年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」でお知らせします。
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◆ 令和２年度の固定資産税課税資産明細書・
納税通知書を発送します

　４月中旬に固定資産税課税資産明細書と納税通
知書を発送する予定です。固定資産税は、年４回
の納付となります。
▷納付書による納期限日
　第一期〔５月〕 ６月１日月
　第二期〔７月〕 ７月 31日金
　第三期〔12月〕12月 25日金
　第四期〔２月〕令和３年３月１日月
▷口座振替による納付日
　各納付月の 25日（土日祝日の場合は、翌銀行営
業日）となります。口座の残高に注意してください。

◆固定資産の縦覧・閲覧を行います
▷とき　４月１日水～６月１日月（土日祝日を除
く）の午前８時 30分～午後５時 15分
▷ところ　税務課課税係
▷持ってくるもの　①印かん、②納税通知書また
は課税資産明細書、③本人を証明できるもの（運
転免許証やマイナンバーカードなど）

【縦覧】
▷確認できること　土地＝所在・地番・地目・地積・
価格。家屋＝所在・家屋番号・構造・種類・建築
年・床面積・価格
▷縦覧できる人　納税者（※）、納税者の委任を受
けた人（委任状が必要）、納税管理人、相続人
※納税者とは　町内にある土地、家屋の固定資産
税の納税者。免税点未満、非課税のみの土地、家
屋の所有者は納税者とはなりません。

【閲覧】
▷確認できること　固定資産税課税台帳の内容
▷閲覧できる人　納税義務者、納税義務者の委任
を受けた人（委任状が必要）、納税管理人、相続人、
借地人・借家人（賃貸契約書など権利を証明でき
るものが必要）
▷閲覧手数料　縦覧期間中は無料（写しの手数料
は１枚 10円）、期間終了後は１件につき 300 円

◆課税資産明細書もご利用ください
　固定資産税課税台帳を閲覧しなくても、課税資
産明細書で、物件ごとの評価額などが確認できる
ようになっています。
※ 平成 28年度より、町内に固定資産を所有してい
ても、固定資産が課税されない人（免税点未満）
には、課税資産明細書・納税通知書は送付しません。

◆こんなとき、土地・家屋の変更連絡を
　平成31（令和元）年中に、土地や家屋に次のよう
な変更があった場合は、税務課へ知らせてください。
【土地】 ①住宅用家屋の敷地を広げるために、隣
接する土地を買い足したり、造成などを行ったり
したとき　②土地の地目（田・畑・山林・宅地な
ど）が変わり、登記が済んでいないとき

【家屋】　物置・車庫などを含む家屋の取り壊しや
新築・増築を行い、登記が済んでいないとき

【そのほか】 家屋や土地の所有者が変わり、登記
が済んでいないとき

◆ 生活保護受給者で固定資産を
　所有している人は申請を
　生活保護を受給している人は、固定資産税の減
免の対象となります。申請期限の６月１日月まで
に、税務課窓口で必ず手続きを行ってください。
※ 申請は、期限を過ぎると受付できませんので注
意してください。

　確定申告不要制度により所得税の確定申告を
しなかった場合で、次に当てはまるときは住民税
の申告が必要です。住民税の申告をしないと前年
度より住民税額が高くなる可能性があります。
1 公的年金などの源泉徴収票に記載されている
控除以外の扶養控除、社会保険料控除（国民
健康保険税、国民年金など）、生命保険料控除、
寡婦控除、医療費控除などの各種控除の適用
を受けるとき
2 公的年金以外の収入（給与・賞与・パート収
入、個人年金、原稿料、生命保険の満期返戻
金など）がある場合
　公的年金などの源泉徴収票に記載されている

控除に変更や追加が
ある場合は、税務課
で住民税（町・県民税）
の申告を行ってくだ
さい。

年金所得者で
申告をしなかった皆さんへ

注 意注 意

▽問い合わせ　課税係（☎２２３局３５３４）■ 税務課からのお知らせ
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蘆屋町の各種助成制度蘆屋町の各種助成制度
制度の名称・
問い合わせ 内 容 制度の名称・

問い合わせ 内 容

家庭用防犯カメラ
設置補助金
地域振興・交通係
（☎２２３局３５３９）

　町内の犯罪に対する抑止力の向上や安全・安心なまちづくりの推進を図るため、町内
の建物に防犯カメラを設置した人に対し費用を補助します。
【交付額】５万円を限度として、補助対象経費の２分の１の額を交付

新婚世帯民間賃貸
住宅家賃補助金
住宅係
（☎２２３局３５４０）

　町内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に、最長 36 カ月（３年間）で最大 72 万円
を芦屋町商工会が発行する商品券で交付します。
【期　間】令和６年３月 31日まで延長
【交付額】 勤務先からの住宅手当などを引いた家賃（管理費、共益費、駐車場使用料な

どを除く）の額に対し、月額上限２万円を最長 36カ月（３年間）、芦屋町商
工会が発行する商品券で年度ごとに一括交付

住宅用太陽光シス
テム設置費補助金
環境・公園係
（☎２２３局３５３８）

　地球温暖化防止対策の一環として、住宅用太陽光発電システムを設置する人を対象に
設置費用の一部を補助します。
【交付額】 発電システムの公称最大出力値１キロワットあたり２万円（上限８万円）を

交付

子育て世帯民間賃貸
住宅家賃補助金
住宅係
（☎２２３局３５４０）

　町内の民間賃貸住宅に転入してきた子育て世帯に、最長 36カ月（３年間）で最大 72
万円を芦屋町商工会が発行する商品券で交付します。
【期　間】令和６年３月 31日まで延長
【交付額】 勤務先からの住宅手当などを引いた家賃（管理費、共益費、駐車場使用料な

どを除く）の額に対し、月額上限２万円を最長 36カ月（３年間）、芦屋町商
工会が発行する商品券で年度ごとに一括交付

芦屋町空き店舗等
活用事業補助金
商工観光係
（☎２２３局３５４２）

　空き店舗、空き家などを活用して事業を行う人を対象に、費用の一部を補助します。
【期　間】令和６年３月 31日まで延長
【交付額】 空き店舗などの賃貸契約をした翌月から２年間、５万円を限度として、家賃

の一部を補助します。店舗の所在地により限度額が異なります。
【補助率】１年目　２分の１
　　         ２年目　３分の１

いきいき芦屋っ子
育成補助事業
社会教育係
（☎２２３局３５４６）

　町の未来を担う子どもたちが国や県などが主催する事業へ参加することを応援するた
めに、参加費の一部を補助します。
【対　象】町内に住んでいる小中学生で、国や県または公共的団体などが主催する団体生活を

体験しながら、その意義と重要性を学び、文化や伝統、交流活動などを研修するこ
とで、地域のリーダーとなる人材を養成することを目的とした事業に参加する人

※芦屋町や芦屋町教育委員会主催の事業は除きます。
【交付額】主催者が定める負担額（参加費）の４割以内
※一度補助を受けると、３年間は補助を受けることができません。

芦屋町創業促進支
援事業補助金
商工観光係
（☎２２３局３５４２）

　町内で創業しようとする人を対象に、費用の一部を補助します。
【期　間】令和６年３月 31日まで延長
【交付額】 事業所の建築費、備品購入費、広告宣伝費などの対象経費のうち、２分の１

の額を交付します。
※創業する業種により補助額の上限が異なります。

国内外研修派遣補
助事業
社会教育係
（☎２２３局３５４６）

　まちづくり・地域活動に意欲的な人が国や県などが主催する事業へ参加することを応
援するために、参加費の一部を補助します。
【対　象】 町内に住んでいる16歳以上の人で①国や県または公共的団体などが主催する

国内外研修派遣事業または②芦屋町教育委員会が認めた研修事業に参加する人
※芦屋町や芦屋町教育委員会主催の事業は除きます。
【交付額】 主催者が定める負担額（参加費）の４割以内で、上限 10万円まで
※一度補助を受けると、３年間は補助を受けることができません。

芦屋町出産祝金
子育て支援係
（☎２２３局３５３７）

　芦屋町に居住し、子どもを生み育てる意欲を高め、活力あるまちづくりを推進するた
め出産祝金を芦屋町商工会が発行する商品券で交付します。
【期　間】令和６年３月 31日まで延長
【対　象】 出産の日以前から継続して町内に住所があり、引き続き町内に１年以上居住

する意思がある人で、 出生児を養育している世帯の父または母
【交付額】第１子の場合　　　　　５０，０００円
　　　　  第２子の場合　　　　１００，０００円
　　　　  第３子以降の場合　　２００，０００円

芦屋町体育スポーツ
大会出場参加補助金
社会教育係
（☎２２３局３５４６）

　町民のスポーツの普及と振興を図るため、各種大会などに参加する場合に必要となる
経費の一部を補助します。
【対　象】 町内に住んでいる人で、地域予選を経て出場する全国大会、西日本大会、九

州大会で教育委員会が認めた大会に参加する人
【交付額】 大会出場に必要となる交通費と宿泊費の一部（上限額は、全国大会３万５千円、

西日本大会・九州大会２万円）
※ 中学３年生までが出場する場合で、引率者が必要であると認められるときは、引率者
１人分を補助します。
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▽
対
象

町
内
に
住
ん
で
い
る
か
勤
務

し
て
い
る
18
歳
以
上
の
人

▽
消
防
団
員
の
身
分

非
常
勤
特
別
職

の
地
方
公
務
員

▽
消
防
団
入
団
後
の
処
遇

●
報
酬
の
ほ
か
、
火
災
や
訓
練
な
ど
に

出
動
し
た
際
に
費
用
弁
償
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

●
消
防
団
活
動
に
必
要
な
制
服
な
ど
が

貸
与
さ
れ
ま
す
。

▽
問
い
合
わ
せ　

庶
務
係
（
☎
２
２
３

局
３
５
７
２
）　

歴
史
探
訪
バ
ス
ツ
ア
ー

〜
信
仰
と
御
利
益
を
め
ぐ
る
旅
〜

▽
と
き　

４
月
25
日
土
・
午
前
８
時
30

分
役
場
玄
関
前
集
合

▽
見
学
先　

博
多
旧
市
街
地
、
住
吉
神
社

▽
対
象　

町
内
に
住
ん
で
い
る
か
勤
務

し
て
い
る
人
（
中
学
生
以
下
は
保
護

者
同
伴
）

▽
定
員

20
人

※
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
せ
ん

▽
参
加
費　

３
０
０
０
円
（
事
前
研
修

代
含
む
）

▽
事
前
研
修　

４
月
18
日
土
・
午
前
10

時
〜
11
時
（
事
前
研
修
参
加
は
必
須
）

▽
申
し
込
み　

４
月
４
日
土
〜
11
日
土
・

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
に
芦
屋
歴
史

の
里
（
☎
２
２
２
局
２
５
５
５
）
へ

※
月
曜
日
は
休
館
で
す
。

蘆屋町の各種助成制度蘆屋町の各種助成制度
制度の名称・
問い合わせ 内 容 制度の名称・

問い合わせ 内 容

家庭用防犯カメラ
設置補助金
地域振興・交通係
（☎２２３局３５３９）

　町内の犯罪に対する抑止力の向上や安全・安心なまちづくりの推進を図るため、町内
の建物に防犯カメラを設置した人に対し費用を補助します。
【交付額】５万円を限度として、補助対象経費の２分の１の額を交付

新婚世帯民間賃貸
住宅家賃補助金
住宅係
（☎２２３局３５４０）

　町内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に、最長 36 カ月（３年間）で最大 72 万円
を芦屋町商工会が発行する商品券で交付します。
【期　間】令和６年３月 31日まで延長
【交付額】 勤務先からの住宅手当などを引いた家賃（管理費、共益費、駐車場使用料な

どを除く）の額に対し、月額上限２万円を最長 36カ月（３年間）、芦屋町商
工会が発行する商品券で年度ごとに一括交付

住宅用太陽光シス
テム設置費補助金
環境・公園係
（☎２２３局３５３８）

　地球温暖化防止対策の一環として、住宅用太陽光発電システムを設置する人を対象に
設置費用の一部を補助します。
【交付額】 発電システムの公称最大出力値１キロワットあたり２万円（上限８万円）を

交付

子育て世帯民間賃貸
住宅家賃補助金
住宅係
（☎２２３局３５４０）

　町内の民間賃貸住宅に転入してきた子育て世帯に、最長 36カ月（３年間）で最大 72
万円を芦屋町商工会が発行する商品券で交付します。
【期　間】令和６年３月 31日まで延長
【交付額】 勤務先からの住宅手当などを引いた家賃（管理費、共益費、駐車場使用料な

どを除く）の額に対し、月額上限２万円を最長 36カ月（３年間）、芦屋町商
工会が発行する商品券で年度ごとに一括交付

芦屋町空き店舗等
活用事業補助金
商工観光係
（☎２２３局３５４２）

　空き店舗、空き家などを活用して事業を行う人を対象に、費用の一部を補助します。
【期　間】令和６年３月 31日まで延長
【交付額】 空き店舗などの賃貸契約をした翌月から２年間、５万円を限度として、家賃

の一部を補助します。店舗の所在地により限度額が異なります。
【補助率】１年目　２分の１
　　         ２年目　３分の１

いきいき芦屋っ子
育成補助事業
社会教育係
（☎２２３局３５４６）

　町の未来を担う子どもたちが国や県などが主催する事業へ参加することを応援するた
めに、参加費の一部を補助します。
【対　象】町内に住んでいる小中学生で、国や県または公共的団体などが主催する団体生活を

体験しながら、その意義と重要性を学び、文化や伝統、交流活動などを研修するこ
とで、地域のリーダーとなる人材を養成することを目的とした事業に参加する人

※芦屋町や芦屋町教育委員会主催の事業は除きます。
【交付額】主催者が定める負担額（参加費）の４割以内
※一度補助を受けると、３年間は補助を受けることができません。

芦屋町創業促進支
援事業補助金
商工観光係
（☎２２３局３５４２）

　町内で創業しようとする人を対象に、費用の一部を補助します。
【期　間】令和６年３月 31日まで延長
【交付額】 事業所の建築費、備品購入費、広告宣伝費などの対象経費のうち、２分の１

の額を交付します。
※創業する業種により補助額の上限が異なります。

国内外研修派遣補
助事業
社会教育係
（☎２２３局３５４６）

　まちづくり・地域活動に意欲的な人が国や県などが主催する事業へ参加することを応
援するために、参加費の一部を補助します。
【対　象】 町内に住んでいる16歳以上の人で①国や県または公共的団体などが主催する

国内外研修派遣事業または②芦屋町教育委員会が認めた研修事業に参加する人
※芦屋町や芦屋町教育委員会主催の事業は除きます。
【交付額】 主催者が定める負担額（参加費）の４割以内で、上限 10万円まで
※一度補助を受けると、３年間は補助を受けることができません。

芦屋町出産祝金
子育て支援係
（☎２２３局３５３７）

　芦屋町に居住し、子どもを生み育てる意欲を高め、活力あるまちづくりを推進するた
め出産祝金を芦屋町商工会が発行する商品券で交付します。
【期　間】令和６年３月 31日まで延長
【対　象】 出産の日以前から継続して町内に住所があり、引き続き町内に１年以上居住

する意思がある人で、 出生児を養育している世帯の父または母
【交付額】第１子の場合　　　　　５０，０００円
　　　　  第２子の場合　　　　１００，０００円
　　　　  第３子以降の場合　　２００，０００円

芦屋町体育スポーツ
大会出場参加補助金
社会教育係
（☎２２３局３５４６）

　町民のスポーツの普及と振興を図るため、各種大会などに参加する場合に必要となる
経費の一部を補助します。
【対　象】 町内に住んでいる人で、地域予選を経て出場する全国大会、西日本大会、九

州大会で教育委員会が認めた大会に参加する人
【交付額】 大会出場に必要となる交通費と宿泊費の一部（上限額は、全国大会３万５千円、

西日本大会・九州大会２万円）
※ 中学３年生までが出場する場合で、引率者が必要であると認められるときは、引率者
１人分を補助します。

蘆屋町には多くの助成制度があります。 その一部を紹介します。 ぜひ、 活用してください。蘆屋町には多くの助成制度があります。 その一部を紹介します。 ぜひ、 活用してください。
なお、 利用にはさまざまな要件がありますので、 詳しい内容は担当係へ問い合わせてください。なお、 利用にはさまざまな要件がありますので、 詳しい内容は担当係へ問い合わせてください。
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マ
リ
ン
テ
ラ
ス
あ
し
や
の

次
期
指
定
管
理
者
を
公
募
し
ま
す

　

国
民
宿
舎
マ
リ
ン

テ
ラ
ス
あ
し
や
は
指

定
管
理
者
に
よ
る
運

営
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、
現
事
業
者
の
管
理

期
間
が
令
和
２
年
度

で
満
了
と
な
る
こ
と
か

ら
、
次
期
指
定
管
理

者
を
公
募
し
ま
す
。

▽
次
期
指
定
管
理
の
期
間　

令
和
３
年

４
月
１
日
〜
８
年
３
月
31
日
の
５
年
間

▽
公
募
期
間

６
月
15
日
月
ま
で
に
「
公

募
参
加
表
明
書
」
を
提
出

※
詳
し
く
は
芦
屋
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
る
「
募
集
要
項
」「
業
務
仕

様
書
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
各
種
申
請

様
式
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▽
問
い
合
わ
せ　

企
画
係
（
☎
２
２
３

局
３
５
７
０
）

町
内
の
緑
化
活
動
団
体
を
募
集

　

芦
屋
町
緑
化
推
進
協
議
会
で
は
、
緑

の
募
金
を
原
資
と
し
た
芦

屋
町
で
の
緑
豊
か
な
環
境

づ
く
り
を
行
う
緑
化
活
動

へ
助
成
金
事
業
を
行
っ
て

い
ま
す
。

▽
対
象
事
業

自
治
区
や
学
校
、
公
園
な

ど
の
公
共
ス
ペ
ー
ス
の
緑
化
事
業
（
植

樹
な
ど
）

▽
実
施
主
体

自
治
区
や
学
校
、
緑
化
活

動
団
体
な
ど

▽
申
請
期
間　

４
月
１
日
水
〜
５
月
29

日
金

※
申
請
用
紙
は
環
境
・
公
園
係
に
あ
り

ま
す
。

▽
申
請
・
問
い
合
わ
せ　

環
境
・
公
園

係
（
☎
２
２
３
局
３
５
３
８
）　

資
源
物
回
収
活
動
団
体
を
募
集

　

芦
屋
町
で
は
、
資

源
物
の
集
団
回
収
を

継
続
的
に
実
施
す
る

営
利
を
目
的
と
し
な

い
団
体
に
奨
励
金
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

　

町
内
で
資
源
物
の

集
団
回
収
を
行
っ
て

い
る
団
体
は
活
用
し

て
く
だ
さ
い
。

※
奨
励
金
の
交
付
に
は
団
体
登
録
が
必

要
で
す
。

・
奨
励
金
の
対
象
品
目　

新
聞
紙
、
雑

誌
（
雑
紙
含
む
）、
ダ
ン
ボ
ー
ル
な
ど

の
紙
類
（
牛
乳
パ
ッ
ク
な
ど
も
可
）、

布
類
、
古
鉄
、
ア
ル
ミ
製
品
な
ど
の

鉄
類
、
あ
き
缶
、
ビ
ン
、
家
庭
用
食

用
油

※
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
リ
ッ
ト
ル
で
表
示
で
き

る
も
の
に
限
り
ま
す
（
ビ
ン
は
本
数
）。

・
団
体
登
録
受
付
期
限　

４
月
24
日
金
・

午
後
５
時
15
分
ま
で

※
登
録
書
類
は
環
境
住
宅
課
に
あ
り
ま
す
。

▽
問
い
合
わ
せ　

環
境
・
公
園
係
（
☎

２
２
３
局
３
５
３
８
）

会
計
年
度
任
用
職
員
を
募
集

▽
任
期　

令
和
２
年

５
月
１
日
金
〜
３

年
３
月
31
日
水

▽
職
種　

美
化
作
業
員

▽
募
集
人
数　

１
人

▽
業
務
内
容　

①
草

刈
り
②
道
路
・
側

溝
清
掃
③
そ
の
ほ

か
道
路
維
持
管
理
に
関
す
る
作
業

▽
勤
務
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

（
休
憩
60
分
）

▽
勤
務
形
態　

週
５
日
勤
務
（
土
日
祝

日
休
み
）

▽
勤
務
開
始
日　

５
月
１
日
金

▽
報
酬　

日
額
６
９
５
０
円

※
車
の
持
ち
込
み
が
で
き
る
人
（
現
場

へ
の
移
動
な
ど
の
た
め
）

▽
試
験
内
容　

個
人
面
接　

※
日
程
は
担
当
課
よ
り
連
絡
し
ま
す
。

▽
申
し
込
み
期
限　

４
月
17
日
金
ま
で

▽
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　
人
事
係

（
☎
２
２
３
局
３
５
７
４
）

※
申
込
書
は
、
人
事
係
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

入
札
参
加
資
格
申
請
を

受
け
付
け
ま
す

　

令
和
２
年
度
、
３

年
度
に
町
が
発
注
す

る
、
建
設
・
下
水
道

管
更
生
工
事
と
測
量
・

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
業
務
の
入
札
参
加
資
格
申
請
を
受
け

付
け
ま
す
。

▽
と
き　

５
月
７
日
木
〜
６
月
５
日
金
・

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

※
正
午
〜
午
後
１
時
ま
で
を
除
く

▽
と
こ
ろ　

役
場
４
階
会
議
室

▽
資
格
の
有
効
期
限　

８
月
１
日
〜
令

和
４
年
７
月
31
日
の
２
年
間

※
提
出
要
領
と
様
式
は
、
町
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

▽
問
い
合
わ
せ　

契
約
管
財
係
（
☎
２

２
３
局
３
５
７
６
）

令
和
２
年
度
第
１
回

県
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

▽
募
集
住
宅　

県
内
に
所
在
す
る
県
営

住
宅
（
詳
細
は
募
集
案
内
に
記
載
）

▽
募
集
案
内
配
布
と
受
付
期
間　

４
月

９
日
木
〜
４
月
17
日
金

▽
募
集
案
内
配
布
場
所　

環
境
住
宅
課

募
集

衣類 古紙
ペットボトル
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紀

史

歴

屋

芦

行
そ
の
二
百
八
十
七

　
吉
田
家
の
男
達
　
④

吉
田
敬
太
郎
が
遺の
こ

し
た
福
音

　

昭
和
26
（
１
９
５
１
）
年
４
月
23
日
、、

旧
若
松
市
長
選
の
投
票
が
行
わ
れ
た
。
開

票
の
結
果
、
敬
太
郎
が
相
手
候
補
に
約
８

０
０
０
票
の
差
を
つ
け
て
当
選
が
決
ま
っ

た
。
牧
師
市
長
の
誕
生
で
あ
る
。
市
営
競

艇
場
の
開
設
・
運
営
、
市
内
各
学
校
の
再

建
と
整
備
な
ど
待
っ
た
な
し
の
課
題
が
山

積
み
で
あ
っ
た
。

　

な
か
で
も
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
べ
き
、

敬
太
郎
の
最
も
大
き
な
仕
事
の
一
つ
が
若

戸
大
橋
の
架
橋
で
あ
る
。

　

第
２
次
世
界
大
戦
前
に
も
旧
若
松
市
と

旧
戸
畑
市
を
結
ぼ
う
と
す
る
計
画
は
あ
っ

た
。
当
初
は
百
年
後
の
夢
物
語
と
相
手
に

さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
昭
和
５
（
１
９

３
０
）
年
に
若
戸
渡
船
で
転
覆
死
者
73
人

を
出
す
惨
事
が
起
き
た
た
め
、地
元
で
案
が

再
検
討
さ
れ
、養
父
で
あ
る
吉
田
磯
吉
も
賛

同
す
る
な
ど
地
元
関
係
者
が
動
き
、
昭
和

11
（
１
９
３
６
）
年
の
福
岡
県
議
会
で
ト
ン

ネ
ル
案
が
採
択
さ
れ
た
。と
こ
ろ
が
時
期
悪

し
く
、昭
和
12
（
１
９
３
７
）
年
に
日
中
戦

争
・
16
（
１
９
４
１
）
年
に
太
平
洋
戦
争
の

影
響
で
、
実
現
の
見
通
し
は
無
く
な
っ
た
。

　

戦
後
、
若
松
・
戸
畑
を
結
ぶ
プ
ラ
ン
が

再
度
検
討
さ
れ
始
め
た
。
敬
太
郎
は
旧
若

松
市
長
に
就
任
す
る
前
、
県
議
会
議
員
の

頃
か
ら
こ
の
企
画
の
実
現
に
注
力
し
て
お

り
、旧
若
松
・
戸
畑
両
市
で
も
昭
和
27
（
１

９
４
７
）
年
初
め
か
ら
協
力
し
て
促
進
運

動
が
始
ま
っ
た
。
県
で
も
研
究
さ
れ
、
技

術
・
経
済
な
ど
総
合
的
見
地
か
ら
架
橋
案

が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
地
元
両

市
の
架
橋
促
進
会
が
発
足
。
架
橋
の
機
運

が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。

　

一
番
の
難
事
は
架
橋
工
事
に
要
す
る
51

憶
円
と
い
う
巨
大
な
国
家
予
算
を
い
か
に

獲
得
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
敬

太
郎
は
旧
戸
畑
市
長
の
白
木
正
元
と
と
も

に
北
九
州
と
東
京
の
間
を
さ
か
ん
に
往
復

し
、
建
設
省
、
衆
議
院
、
参
議
院
な
ど
に

何
度
と
な
く
足
を
運
ん
で
陳
情
を
繰
り
返

し
た
。
が
、
内
閣
が
変
わ
る
た
び
に
建
設

大
臣
が
変
わ
り
、
担
当
部
署
の
職
員
も
交

代
す
る
の
で
陳
情
は
振
り
出
し
に
戻
る
形

と
な
り
、
な
か
な
か
大
蔵
省
の
予
算
原
案

に
乗
せ
て
も
ら
う
と
こ
ろ
ま
で
は
い
か
な

か
っ
た
。
敬
太
郎
は
東
京
の
情
報
を
早
く

入
手
す
る
た
め
市
職
員
を
東
京
に
常
駐

さ
せ
連
絡
員
と
し
た
。
昭
和
31
（
１
９
５

６
）
年
、
旧
日
本
道
路
公
団
に
よ
る
架
橋

調
査
が
地
質
・
気
象
・
資
材
な
ど
十
数
項

目
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。
総
工
費
51
憶

円
、
全
長
２
０
６
８
ｍ
、
幅
15
ｍ
、
水
面
上

の
高
さ
40
ｍ
と
す
る
概
案
が
組
み
あ
が
っ

た
。
昭
和
32（
１
９
５
７
）年
に
は
次
年
度

の
大
蔵
省
の
予
算
原
案
に
計
上
し
て
も
ら

え
る
か
ど
う
か
の
瀬
戸
際
で
、
敬
太
郎
は

政
府
、
自
民
党
の
有
力
議
員
た
ち
の
間
を

奔
走
し
、
ま
ず
調
査
費
、
次
い
で
全
予
算

の
51
憶
円
も
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

若
戸
大
橋
架
橋
起
工
式
が
旧
若
松
市
役

所
前
広
場
で
挙
行
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
34

（
１
９
５
９
）年
で
あ
っ
た
。
架
橋
工
事
は
以

来
順
調
に
進
み
、
戸
畑
側
海
中
に
大
橋
脚

と
主
塔
が
建
て
ら
れ
た
。
主
塔
の
高
さ
は
、

約
80
ｍ
。こ
の
頂
上
か
ら
若
松
側
の
主
塔
の

頂
上
へ
吊つ
り

橋
を
支
え
る
ケ
ー
ブ
ル
が
取
り

付
け
ら
れ
る
。
昭
和
36
（
１
９
６
１
）
年
７

月
15
日
、
海
を
渡
る
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
第
一
号

と
と
も
に
、
足
場
を
渡
っ
た
白
木
市
長
と

敬
太
郎
は
祝
福
の
握
手
を
交
わ
し
た
。
劇

的
な
瞬
間
で
あ
っ
た
。
あ
く
る
昭
和
37（
１

９
６
２
）
年
９
月
、
東
洋
一
の
大
橋
は
完
成

し
、
全
国
の
目
は
真
紅
の
橋
に
注
が
れ
た
。

（
芦
屋
歴
史
の
里
）

▷

若
戸
大
橋
開
通

　
帽
子
を
持
っ
て
手
を
振
る
吉
田
敬
太
郎

窓
口

▽
問
い
合
わ
せ　

福
岡
県
住
宅
供
給
公

社
県
営
住
宅
管
理
部
（
☎
〈
０
９
２
〉

７
８
１
局
８
０
２
９
）

初
心
者
の
た
め
の
釣
り
教
室

参
加
者
募
集

　

魚
の
釣
り
方
や

マ
ナ
ー
な
ど
基
礎

的
な
学
び
や
、
芦

屋
港
湾
で
の
釣
り

体
験
を
釣
具
店
や

釣
り
愛
好
家
が
教

え
て
く
れ
ま
す
。

連
続
講
座
の
た
め
、

原
則
４
回
の
参
加
で
す
が
、
こ
の
機
会

に
魚
釣
り
を
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

▽
と
き
　
第
１
回
：
４
月
18
日
土
（
座

学
）、第
２
回
：
５
月
23
日
土（
座
学
）、

第
３
回
：
６
月
20
日
土
（
実
践
）、
第

４
回
：
７
月
18
日
土
（
実
践
）
毎
回

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

▽
と
こ
ろ　

中
央
公
民
館
、
芦
屋
港
湾

▽
主
催
・
講
師　

芦
屋
港
等
海
釣
施
設

運
営
協
議
会

▽
対
象

20
歳
以
上
の
釣
り
未
経
験
者
、

初
心
者

▽
募
集
人
数
　
15
人
程
度

▽
料
金
　
１
５
０
０
円
（
材
料
代
・
餌

代
を
含
む
）

▽
申
し
込
み　

４
月
15
日
水
ま
で
に
事
業

推
進
係
（
☎
２
２
３
局
３
５
５
０
）
へ
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